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補
正
予
算
・
意
見
書
・
決
議

総務民生委員会による県議会議長へ要請決議の提出

支援システムイメージ

　

全
国
的
な
「
こ
ど
も
医
療
費
現
物
給
付
」
実
現
へ
の
歩
み
の
中
、
県
の

示
し
た
こ
ど
も
医
療
費
見
直
し
の
構
想
は
平
等
の
精
神
に
反
し
先
行
実
施

し
て
い
る
市
町
村
の
事
業
を
後
退
さ
せ
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
。
改
善
を

強
く
求
め
る
。

一
、（
国
に
対
し
て
）
こ
ど
も
医
療
費
無
料
制
度
の
創
設
を
求
め
る
こ
と
。

二
、
少
子
化
対
策
に
逆
行
す
る
「
こ
ど
も
医
療
費
助
成
」
に
対
す
る
国
保

の
補
助
金
減
額
と
い
う
罰
則
を
全
廃
す
る
こ
と
。

三
、
国
の
制
度
化
が
で
き
る
ま
で
、
沖
縄
県
に
お
い
て
、「
中
学
校
卒
業
ま

で
」「
所
得
制
限
な
し
」「
現
物
給
付
」
で
の
完
全
無
料
化
を
通
院
で
も

実
現
す
る
こ
と
。

四
、
市
町
村
が
現
物
給
付
を
行
っ
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
沖
縄
県
こ
ど
も

医
療
費
助
成
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
第
４
条
に
基
づ
く
保
健
医
療
部
長

が
定
め
る
率
に
よ
る
減
額
分
を
撤
回
す
る
こ
と
。

　

提
案
者　

赤
嶺
奈
津
江

　

提
出
先　

内
閣
総
理
大
臣
、
沖
縄
県
知
事　

他

一
、
二
は
国
へ
の
要
請　
　
　
　
　

 　
　

一
、
三
、
四
及
び（　

）内
は
県
へ
の
要
請

こ
ど
も
の
医
療
費
助
成
制
度
改
善
を
求
め
る
意
見
書
・
決
議

意見書決議
全会一致で
可決

補正予算
全会一致で
可決

本
会
議
で
可
決
し
た
意
見
書
・
決
議
を
、
国
や
沖
縄
県
な
ど
の
関
係
機
関
に

要
請
し
ま
し
た
。

（
意
見
書
の
全
文
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
）

一
般
会
計
の

　
　
主
な
歳
出

16
億
２
１
５
４
万
円
を
追
加
し
、

総
額
１
５
０
億
８
１
１
０
万
円

学
校
校
務
支
援
シ
ス
テ
ム
を
導
入

事
業
費　
２
６
９
４
万
円

教
職
員
の
業
務
改
善
・
校
務
処
理

の
標
準
化
を
目
的
と
し
た
支
援
シ
ス

テ
ム
の
導
入
で
す
。
生
徒
の
出
欠
情

報
の
管
理
、
成
績
処
理
、
通
知
表
の

作
成
処
理
な
ど
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。
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